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２ 秋田県民児協の活動方針

　本会では、取組推進項目に即し、４つの活動方針を定め各種事業を実

施します。

◆活動方針１  「民生委員制度創設１００周年活動強化方策」に基づく

　　　　　　　　　　取組の推進

　全民児連で策定した「民生委員制度創設１００周年活動強化方策」及

び「全国児童委員活動推進方策２０１７」に基づく取組を推進するため、

本方策に基づく取組を実施するとともに、各市（地区）町村民児協が策

定した方策に基づく取組の強化に向けた支援を進めます。

◆活動方針２  委員が活動しやすい環境整備の推進

　委員が「地域のパイプ役」として力を発揮できるよう、関係機関との

連携体制を強化するとともに、委員が課題を抱え込まない仕組みの構築

や負担軽減を図れるよう、民児協の組織としての活動を強化し、委員が

活動しやすい環境の整備を推進します。

◆活動方針３  委員の資質向上に向けた取組の強化充実

　社会福祉や委員活動に関する必要な知識や技術の習得に向けた研修を

実施、委員個々の更なる資質向上を図るとともに、県内の委員活動、民

児協の取組状況のほか、社会福祉の動向等の情報提供や活動に役立つ資

料の作成を行います。

　また、各委員及び各民児協において、オンライン研修等ＩＣＴ（情報

通信技術）を活用し、資質向上の機会を確保できるよう環境整備の強化

を図ります。

◆活動方針４  災害に備えた地域づくりの推進

　国・県等の災害に関する動向や全民児連が示す「災害に備える民生委

員・児童委員活動指針」の内容を考慮しながら、避難行動要支援者への

地域ぐるみでの支援や災害時の委員自身の安全確保に向けた体制整備等

に努め、災害に備えた地域づくりの推進に寄与します。
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活動計画／年度
R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13

改選
県民児協

50 周年

全国110周年

県100周年
改選 改選

◆活動方針１  「民生委員制度創設１００周年活動強化方策」に基づく取組の推進

１　「民生委員制度創設１００周年活動強化方策」に基づく取組の推進

(1)
県民児協活動強化方策
の新規策定や見直し

次期

計画策定
現計画 見直し

作業

次期

計画策定

次期
計画

( 予定 )

(2)
市（地区）町村版活動強
化方策に基づく取組の
支援

引継ぎ・見直

しの周知

民児協基本
調査による策
定状況調査

全国110周年
方策の内容
周知

引継ぎ・見直

しの周知

民児協基本
調査による策
定状況調査

◆活動方針２  委員が活動しやすい環境整備の推進

２　民生委員・児童委員が活動しやすい環境整備の推進

(1)
秋田県地域福祉推進委
員会等を通じて県及び
市町村に働きかけ

一斉改選の

状況を反映

一斉改選の

状況を反映

(2)-1
「新任民生委員 ・ 児童
委員活動の手引き」 の
作成

－ 作成 － － 作成 － － 作成

(2)-2
「民生委員 ・ 児童委員
活動事例集」 の作成 － － 作成 － － 作成 － －

(2)-3
「民生委員 ・ 児童委員
ＰＲパンフレット」 の作
成

作成 － － 作成 － － 作成 －

(3)
民生委員 ・ 児童委員活
動保険への加入手続き

３　市（地区）町村民生児童委員協議会活動の強化

(1) 指定民児協の支援
（2 単位民児協）

（R5 ～継続）

秋田市

県南

新規

県北

県央

（継続）

新規

秋田市

県南

（継続）

新規

県北

県央

（継続）

新規

秋田市

県南

(2)
単位民児協組織活動
機能強化支援助成事
業の実施

30 か所 30 か所

(3) 市町村民児協現地懇
話会の実施 ４か所 － ４か所 －

(110周年)
－ ４か所 ４か所 －

(4) 市町村民児協事務局
担当者等会議の開催 年 1 回 （改選期） （改選期） （改選期）

(5)
市町村及び単位民児
協における研修の支
援

随時

４　調査・広報・啓発活動

(1)
「民生委員 ・ 児童委
員の日」 取組状況の
把握

年 1 回

(2)
「民生委員 ・ 児童委
員の日」 ＰＲ活動の
実施

年 1 回

(3) 単位民児協基本調査
の実施 － － 実施 － － 実施 － －

(4) 県民児協ホームペー
ジにおける情報提供 随時

(5) 広報 「あきたの民児
協」 の発行 年 1 回

－ 23－ － 24－

３ 秋田県民児協の活動計画（令和７年度～１２年度）
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活動計画／年度
R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13

改選
県民児協

50 周年

全国110周年

県100周年
改選 改選

５　互助給付・慶弔の実施

(1) 互助給付 ・ 慶弔の実施 随時 （改選期）
給付内容

見直し
給付内容

見直し （改選期） （改選期）

６　関係機関・団体への協力及び参画

(1)
関係機関 ・
団体への協力及び参画 随時

７　会務の運営

(1) 正副会長会議 随時 （改選期） （改選期） （改選期）

(2) 理事会 年 2 回 年 3 回
（改選期）

年 2 回 年 2 回 年 3 回
（改選期）

年 2 回 年 2 回 年 3 回
（改選期）

(3) 監事会

年 1 回
北秋田
秋田市
湯沢市

（改選期）
県北町村
男鹿市
横手市

（改選期）
鹿角市

由利本荘市
大仙市

（改選期）

(4) 評議員会 年 2 回 （改選期） （改選期） （改選期）

(5)-1 総務企画部会 年 2 回
（4 月～

　新任期）
（4 月～

　新任期）

(5)-2
周年記念事業

運営委員会

（総務企画部会

にて企画検討）

（総務企画部会

にて企画検討）
開催 開催 － － － －

(5)-3 課題検討委員会 必要に応じて

(6) 町村民児協連絡会 年 1 回 （改選期） （改選期） （改選期）

◆活動方針３  委員の資質向上に向けた取組の強化充実

８　民生委員・児童委員の資質向上に向けた研修の充実

(1)-1 民児協会長研修
（県社協共催） 年 1 回

(1)-2 民児協新任会長研修
（県社協共催） － 開催 － － 開催 － － 開催

(2) 中堅研修会
（県社協共催） 年 1 回

(3) 新任ステップアップ研
修会 （県社協共催） 年 1 回

(4) 児童委員活動研修会
( 県社協共催 ) 年 1 回

(5)
生活福祉資金担当民生
委員研修会
（県社協共催）

年 1 回

９　児童委員・主任児童委員活動の強化

(1)
「全国児童委員活動
強化推進方策 2017」
に基づく取組の推進

(2) 主任児童委員懇話会
の開催 年 1 回

(3)

課題を抱える子ども
や子育て家庭への支
援に向けた関係機関
との連携
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活動計画／年度
R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13

改選
県民児協

50 周年

全国110周年

県100周年
改選 改選

10　全国・東北ブロック大会及び研修会等への参加

(1)
全国民生委員児童委員
大会　

※助成実施
（宮崎県） （北海道） （滋賀県）

110 周年
（東京）

（東海
　北陸B）

(2)
全国民生委員児童委員
各種研修会

 ※助成実施

(3)
全国社会福祉大会

※助成実施

(4)
北海道 ・ 東北ブロック
民児協会長等会議 （宮城県） （山形県） （福島県） （北海道） （岩手県） （秋田県） （青森県） （宮城県）

(5)
都道府県 ・ 指定都市民
児協事務局会議 年 1 回

11　一斉改選に伴う円滑な職務引き継ぎに向けた支援

(1)
一斉改選に伴う引き継
ぎチェックリストの作成 － 作成 － － 作成 － － 作成

(2)
新任民生委員 ・ 児童委
員研修会 （県主催） へ
の協力

－ 協力 － － 協力 － － 協力

◆活動方針４  災害に備えた地域づくりの推進

12　要支援者支援を通じた地域福祉活動の推進

(1)
小地域ネットワークを基
盤とした住民参加型の
地域づくりの推進

(2)
災害時を含めた要援護
者支援活動の推進

(3)
日常生活自立支援事業
を活用した自立生活の
支援

(4)

生活困窮者自立支援制
度や生活福祉資金貸付
制度等を活用した自立
支援の推進

(5)
緊急通報システムへの
協力
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「民生委員制度創設100周年活動強化方策」（抜粋）

「民生委員制度創設100周年活動強化方策」の概要

～人びとの笑顔、安全、安心のために～
全国民生委員児童委員連合会

平成 29 年 8 月

第Ⅰ部　民生委員制度創設100周年を迎えて～守り続けていくべきもの

１．民生委員・児相委員が果たしてきた役割

２．これからも守り続けていくべきこと

・�方面時代より民生委員の本質は住民の「良き隣人」であったこと。住民に寄り添い、住民

目線に立った活動を行なってきたからこそ住民の信頼を得ることができた。

・この 100 年間、民生委員が果たしてきた役割として以下の５つがあげられる。

　①�常に住民の身近な相談相手、見守り役であったこと

　②�行政の協力者として福祉制度を効果的に機能させるつなぎ役であったこと

　③�社協や共同募金など民間社会福祉活動の中核であり、推進者であったこと

　④�住民や地域課題の可視化と住民の代弁者としての提言を行なってきたこと

　⑤�時代に先駆け、時々の福祉課題の解決に自ら取り組んできたこと

・�なにより大切なのは１人ひとりの委員の心であり、活動の姿勢やそのあり方（「奉仕性や隣

人愛」、「住民との信頼関係」、「住民視点の活動」、「基本的人権の尊重」など）。

・�これらを示した「民生委員児童委員信条」をこれからも守り続けていくことが大切。

100周年方策の主な内容は以下のとおりです。

第Ⅱ部　民生委員・児童委員活動の現状と課題

１．民生委員・児童委員の現状とその活動

２．「90周年活動強化方策」の取り組みと成果～この10年を振り返って

・委員の現状では、欠員の拡大、年齢の上昇と在任期間の短縮化等が顕著。

　※ 50 歳代委員 12.5％に対し、70 歳代委員が 30.5％、全体の 2/3 が 2 期目までの委員。

・活動内容では、「相談・支援件数」減少の一方で、「自主活動」が増加。

・�なかでも「日常的な支援」は 10 年で 2 割増加。公的な支援では対応できない住民の生活課

題への対応が増加。活動日数も 10 年前に比較し 1割近く増加。

・主任児童委員では、サロン活動等への協力、学校等との連絡・調整回数等が拡大。

・�委員の意識では、活動上の「悩み、苦労」として、住民のプライバシー尊重とのバランス

や自治体からの個人情報提供の不足が上位にあげられている。

・�90 周年方策では、孤立、虐待、災害時要援護者支援等、個別の課題への対応を強化すべく

「行動宣言」として掲げたが、とくに災害時要援護者支援への取り組みが顕著。この背景に

は東日本大震災等、自然災害が相次いだことが考えられる。

・また孤立死防止の見守りネットワーク作りを通じて幅広い関係者との連携も促進。

第Ⅲ部　民生委員・児童委員活動を取り巻く環境変化

１．地域社会の変化と住民の抱える課題の多様化

２．社会福祉制度・施策の動向

・�現在、地域では高齢化や人口減少、人間関係の希薄化、生活基盤の弱体化、認知症高齢者

の増加等を背景に、住民課題の多様化や複合化（「8050 問題」や「ダブルケア」等）が進行。

また自然災害への備えも急務となっている。

・�近年、地域包括ケアシステム構築や生活困窮者自立支援制度施行、子ども・子育て支援新

制度施行、子どもの貧困対策、障害者差別解消法施行等が相次いでいる。

・�現在、国では「我が事・丸ごと」の理念に基づく「地域共生社会」実現を推進。住民の地

域参加や支え合い、また分野を超えた包括的、総合的支援を重視。

参考資料１
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「民生委員制度創設100周年活動強化方策」（抜粋）

「民生委員制度創設100周年活動強化方策」の概要

～人びとの笑顔、安全、安心のために～
全国民生委員児童委員連合会

平成 29 年 8 月

第Ⅰ部　民生委員制度創設100周年を迎えて～守り続けていくべきもの

１．民生委員・児相委員が果たしてきた役割

２．これからも守り続けていくべきこと

・�方面時代より民生委員の本質は住民の「良き隣人」であったこと。住民に寄り添い、住民

目線に立った活動を行なってきたからこそ住民の信頼を得ることができた。

・この 100 年間、民生委員が果たしてきた役割として以下の５つがあげられる。

　①�常に住民の身近な相談相手、見守り役であったこと

　②�行政の協力者として福祉制度を効果的に機能させるつなぎ役であったこと

　③�社協や共同募金など民間社会福祉活動の中核であり、推進者であったこと

　④�住民や地域課題の可視化と住民の代弁者としての提言を行なってきたこと

　⑤�時代に先駆け、時々の福祉課題の解決に自ら取り組んできたこと

・�なにより大切なのは１人ひとりの委員の心であり、活動の姿勢やそのあり方（「奉仕性や隣

人愛」、「住民との信頼関係」、「住民視点の活動」、「基本的人権の尊重」など）。

・�これらを示した「民生委員児童委員信条」をこれからも守り続けていくことが大切。

100周年方策の主な内容は以下のとおりです。

第Ⅱ部　民生委員・児童委員活動の現状と課題

１．民生委員・児童委員の現状とその活動

２．「90周年活動強化方策」の取り組みと成果～この10年を振り返って

・委員の現状では、欠員の拡大、年齢の上昇と在任期間の短縮化等が顕著。

　※ 50 歳代委員 12.5％に対し、70 歳代委員が 30.5％、全体の 2/3 が 2 期目までの委員。

・活動内容では、「相談・支援件数」減少の一方で、「自主活動」が増加。

・�なかでも「日常的な支援」は 10 年で 2 割増加。公的な支援では対応できない住民の生活課

題への対応が増加。活動日数も 10 年前に比較し 1割近く増加。

・主任児童委員では、サロン活動等への協力、学校等との連絡・調整回数等が拡大。

・�委員の意識では、活動上の「悩み、苦労」として、住民のプライバシー尊重とのバランス

や自治体からの個人情報提供の不足が上位にあげられている。

・�90 周年方策では、孤立、虐待、災害時要援護者支援等、個別の課題への対応を強化すべく

「行動宣言」として掲げたが、とくに災害時要援護者支援への取り組みが顕著。この背景に

は東日本大震災等、自然災害が相次いだことが考えられる。

・また孤立死防止の見守りネットワーク作りを通じて幅広い関係者との連携も促進。

第Ⅲ部　民生委員・児童委員活動を取り巻く環境変化

１．地域社会の変化と住民の抱える課題の多様化

２．社会福祉制度・施策の動向

・�現在、地域では高齢化や人口減少、人間関係の希薄化、生活基盤の弱体化、認知症高齢者

の増加等を背景に、住民課題の多様化や複合化（「8050 問題」や「ダブルケア」等）が進行。

また自然災害への備えも急務となっている。

・�近年、地域包括ケアシステム構築や生活困窮者自立支援制度施行、子ども・子育て支援新

制度施行、子どもの貧困対策、障害者差別解消法施行等が相次いでいる。

・�現在、国では「我が事・丸ごと」の理念に基づく「地域共生社会」実現を推進。住民の地

域参加や支え合い、また分野を超えた包括的、総合的支援を重視。

参考資料１

－ 27－ － 28－

重点１ 地域のつながり、地域の力を高めるために

第Ⅳ部　民生委員・児童委員活動の重点～「100周年活動強化方策」

１．民生委員・児童委員活動に期待されているもの

２．今後の活動の重点～「100周年活動強化方策」

・これからの活動に期待されるものとして、以下のような点があげられる。

　①�変わらぬ住民の身近な相談相手、見守り役としての活動

　②�地域の福祉課題を明らかにしていくこと

　③�児童委員であることを意識した活動

　④�多様な関係者をつなぐ「結節点（ハブ）」となること

　⑤�住民や地域の代弁者としての積極的な意見具申、提言

　⑥�地域づくりの担い手となること

・�活動においては、民生委員・児童委員は専門職ではなく、行政や専門機関等への「つなぎ役」

であることをあらためて意識することが大切。

　誰もが孤立せず、地域のなかで笑顔で生活を送ることができるようにするためには、希薄

化しがちな人と人とのつながりを強化し、地域の力によって誰もが支えあえる社会を創って

いくことが大切。そのため、これまで以上に地域の幅広い関係者と連携し、人びとに働きかけ、

「わがまちならでは」の仕組みづくり、取り組みを進める。

【具体的取り組み例】

‣�自治会・町内会活動と民生委員・児童委員活動との連携強化

‣�「一声運動」「挨拶運動」などを通じたつながりの強化

‣�子育てを応援する地域づくりの推進

重点２ さまざまな課題を抱えた人びとを支えるために

　さまざまな課題を抱えながら、助けを求める「声を出せない人」、「声を出さない人」が少

なくない。こうした人びとを早期に適切な支援につなげるために、幅広い人びとと連携・協

働し、「気になる人」を早期に把握する。

　また地域において必要な支援やサービスについて、民生委員・児童委員だからこそ可能な

提案、提言を積極的に行なう。

【具体的取り組み例】

‣�積極的な訪問活動を通じた住民との関係づくりの推進

‣�出張相談会等を通じて相談の「入り口」を広げる

‣�住民の代弁者としての意見具申、提言機能の強化

‣�社会福祉法人・福祉施設との積極的連携

重点３ 民生委員・児童委員制度を守り、発展させていくために

　現在、民生委員・児童委員制度は、なり手不足、住民の認知度低下等、種々の課題に直面

している。こうした課題を解決し、民生委員・児童委員制度をさらに発展させていくために、

民児協による委員支援機能を強化するとともに、地域の人びとの理解を進め、なり手確保の

「すそ野」を広げる。

【具体的取り組み例】

‣�単位民児協の機能強化による民生委員・児童委員への支援

‣�都道府県・指定都市民児協による委員支援（専門研修実施等）

‣�民生委員・児童委員候補者の選任方法の多様化

‣�地域住民への積極的なＰＲ活動の展開

◎民生委員・児童委員活動�新スローガン

「支えあう　住みよい社会　地域から」



－ 29－

「全国児童委員活動強化推進方策2017」の概要

～子どもたちの笑顔と未来のために～
全国民生委員児童委員連合会

平成 29 年 12 月

第１部　児童委員制度創設70周年を迎えて

第２部　児童委員活動の現状および課題

　　　　　～これまでの「全国児童委員活動強化推進方策」を踏まえて

(1) 70年を振り返って

(1) 児童委員活動の現状

(2) 民生委員が児童委員を兼ねる意義

(2) 今後に向けた課題

(3) 「全国児童委員活動強化推進方策」」に基づく取り組み経過

・�昭和 22 年の児童福祉法により児童委員制度が誕生。以前より児童保護等に実績を有してい　

た民生委員が児童委員を兼任することとなる。

・�児童委員の具体的職務については、厚生省（現厚生労働省）局長通知「児童委員の活動要領」

において示されていたが、平成 13 年に児童福祉法上に明文化された。

・�児童や子育てをめぐる課題の多様化を受け、児童委員活動の充実・活性化を目的に、平成

6年 1月、主任児童委員制度が創設された。

・�児童委員に期待される役割が多様化するなか、児童虐待への対応や学校との連携、家庭教

育における協力について、法令や通知上に明示されるようになっている。

・�相談支援件数のうち「子どもに関すること」は減少しているものの、他（高齢者や障がい者等）

に比べて減少率は小さく、総件数に占める比率では増加傾向。

・�民児協における取り組みとして、学校訪問や通学路の見守りは約 9 割、子育て家庭への訪

問や子育てサロン等は約 6割の単位民児協で実施している。

・�子どもが抱える課題は家庭状況が反映したものが多く、家庭全体への支援なくして課題解

決は困難。支援にあたっては、関係機関等との連携が不可欠であるが、地域においてあら

ゆる世代や世帯の支援にあたる民生委員でもある児童委員だからこそ可能といえる。

・�児童委員、主任児童委員はその役割を果たしていくためには、住民のみならず、関係機関

の認知、信頼が不可欠であり、それは民生委員が児童委員を兼ねているからこそ担保され

ている。

・�児童委員活動および民児協における子ども・子育て支援活動に関する課題としては、「取り

組みの地域差および分野別の差異」、「子育て家庭への関わりの難しさ」、「民児協組織内で

の課題」、「『児童委員』としての認知度の低さ」、「地域における関係機関との連携状況」と

いったことが特筆される。

・�平成 12 年以来、「全国児童委員活動強化推進方策」を継続して策定している。一つの方策

の取り組み期間は約 3～ 4年で、それぞれの時代に合わせた取り組み課題を提示してきた。

・�平成 16 年以降は、「わがまちならでは」をキーワードに、地域の特色を活かした児童委員

活動の推進を呼びかけてきた。

本方策の主な内容は以下のとおりです。

「全国児童委員強化推進方策２０１７」（抜粋）参考資料２



－ 29－

「全国児童委員活動強化推進方策2017」の概要

～子どもたちの笑顔と未来のために～
全国民生委員児童委員連合会

平成 29 年 12 月

第１部　児童委員制度創設70周年を迎えて

第２部　児童委員活動の現状および課題

　　　　　～これまでの「全国児童委員活動強化推進方策」を踏まえて

(1) 70年を振り返って

(1) 児童委員活動の現状

(2) 民生委員が児童委員を兼ねる意義

(2) 今後に向けた課題

(3) 「全国児童委員活動強化推進方策」」に基づく取り組み経過

・�昭和 22 年の児童福祉法により児童委員制度が誕生。以前より児童保護等に実績を有してい　

た民生委員が児童委員を兼任することとなる。

・�児童委員の具体的職務については、厚生省（現厚生労働省）局長通知「児童委員の活動要領」

において示されていたが、平成 13 年に児童福祉法上に明文化された。

・�児童や子育てをめぐる課題の多様化を受け、児童委員活動の充実・活性化を目的に、平成

6年 1月、主任児童委員制度が創設された。

・�児童委員に期待される役割が多様化するなか、児童虐待への対応や学校との連携、家庭教

育における協力について、法令や通知上に明示されるようになっている。

・�相談支援件数のうち「子どもに関すること」は減少しているものの、他（高齢者や障がい者等）

に比べて減少率は小さく、総件数に占める比率では増加傾向。

・�民児協における取り組みとして、学校訪問や通学路の見守りは約 9 割、子育て家庭への訪

問や子育てサロン等は約 6割の単位民児協で実施している。

・�子どもが抱える課題は家庭状況が反映したものが多く、家庭全体への支援なくして課題解

決は困難。支援にあたっては、関係機関等との連携が不可欠であるが、地域においてあら

ゆる世代や世帯の支援にあたる民生委員でもある児童委員だからこそ可能といえる。

・�児童委員、主任児童委員はその役割を果たしていくためには、住民のみならず、関係機関

の認知、信頼が不可欠であり、それは民生委員が児童委員を兼ねているからこそ担保され

ている。

・�児童委員活動および民児協における子ども・子育て支援活動に関する課題としては、「取り

組みの地域差および分野別の差異」、「子育て家庭への関わりの難しさ」、「民児協組織内で

の課題」、「『児童委員』としての認知度の低さ」、「地域における関係機関との連携状況」と

いったことが特筆される。

・�平成 12 年以来、「全国児童委員活動強化推進方策」を継続して策定している。一つの方策

の取り組み期間は約 3～ 4年で、それぞれの時代に合わせた取り組み課題を提示してきた。

・�平成 16 年以降は、「わがまちならでは」をキーワードに、地域の特色を活かした児童委員

活動の推進を呼びかけてきた。

本方策の主な内容は以下のとおりです。

「全国児童委員強化推進方策２０１７」（抜粋）参考資料２

－ 29－ － 30－

第３部　これからの児童委員活動の重点

(1) これからの児童委員活動、児童委員協議会活動に期待されること

(2) 今後の児童委員活動の重点

・�今後期待されることとして、①家庭全体を視野に入れた支援、②継続的な見守り、③自ら

が「子育て応援団」となり、さらに応援団を増やしていく、④児童委員協議会でもある民

児協としての組織的活動の推進、⑤地域住民や幅広い関係者への児童委員、主任児童委員

としてのＰＲ、の 5点が挙げられる。

重点１ 子どもたちの「身近なおとな」となり、地域の「子育て応援団」となる

・�すべての親子が地域のなかで誰かとつながっていることを実感し、何かあったときには頼

れる相手がいるという安心感をもてるようにしていく。

・�地域の子どもたちの「身近なおとな」、また子育て中の親にとって「人生の先輩、子育ての

先輩」として、身近な存在となる。

＜考えられる取り組み例＞

・登下校時の見守りや声かけ運動等による子どもたちとの関係構築。

・子育てサロン等の開催や情報提供により、子育て家庭の孤立防止を進める。

重点２ 子育ち、子育てを応援する地域づくりを進める

・子育てや子どもの健やかな育ちを地域で支えていく。

・�率先して「子育て応援団」となると同時に、地域住民への働きかけを行なうことで地域に「子

育て応援団」を増やし、子育ち、子育てを応援する地域づくりを進める。

＜考えられる取り組み例＞

・居場所づくりや地域行事等を通じて、子どもと地域の大人の関係づくりを進める。

・福祉施設を会場とした子ども食堂の開催等、社会福祉法人との連携強化

重点３ 課題を抱える親子を早期に発見し、つなぎ、支える

・�課題を抱えながら周囲に助けを求められない親子を早期に把握し、支援につなぐことで課

題の深刻化防止につなげる。

・�日頃から、「気になる家庭」について、地域住民から積極的な情報提供を得られる関係づく

りに取り組む。

＜考えられる取り組み例＞

・赤ちゃん訪問や乳幼児健診への協力等を通じて、課題を抱える親子の早期把握につなげる。

・学校との情報交換会を通じて、子どもに関する情報共有と役割分担を行なう。

重点４ 児童委員制度やその活動への理解の促進

・�児童委員が地域において積極的な取り組みを推進していくために、その基盤となる環境整

備に取り組む。

・�内的環境の整備としての民児協の機能強化、外敵環境の整備としての地域住民や関係機関

等への児童委員の存在・役割の認知と正しい理解の促進を図る。

＜考えられる取り組み例＞

・定例会における児童分野に関する議題の必須化や研修を通じた委員の意識啓発。

・活動強化週間や行事等を通じた地域住民や関係者への活動のＰＲ。





ボランティア行事用保険（傷害保険、国内旅行傷害保険特約付傷害保険、賠償責任保険）

送迎サービス補償（傷害保険） 福祉サービス総合補償
（傷害保険、賠償責任保険、約定履行費用保険（オプション））

ふくしの保険 検 索

社会福祉法人全国社会福祉協議会団体契約者 取扱代理店 株式会社福祉保険サービス
損害保険ジャパン株式会社 医療・福祉開発部 第二課
ＴＥＬ：０３（３３４９）５１３７
受付時間：平日の9:00～17:00（土日・祝日、年末年始を除きます。）

〈引受幹事
保険会社〉

https://www.fukushihoken.co.jp令和７年度

〒100‒0013 東京都千代田区霞が関３丁目３番２号 新霞が関ビル１７Ｆ
ＴＥＬ：０３（３５８１）４６６７　
受付時間：平日の 9:30～17:30（土日・祝日、年末年始を除きます。）

●このご案内は概要を説明したものです。詳細は、「ボランティア活動保険パンフレット」にてご確認ください。●

この保険は、全国社会福祉協議会が損害保険会社と一括して締結する団体契約です。

＜重 要＞
◆基本プランでは地震・噴火・津波に起因する死傷は補償されません。
◆年度途中でご加入される場合も上記の保険料となります。
◆中途脱退による保険料の返金はありません。
◆中途でボランティアの入替や、ご加入プランの変更はできません。
◆ご加入は、お 1人につきいずれかのプラン 1口のみとなります。

商品パンフレットは
コチラから

（　　　　　）ふくしの保険
ホームページ

保険金額・年間保険料（１名あたり）保険金額・年間保険料（１名あたり） 団体割引20％適用済／過去の損害率による割増適用

ケガの
補償

賠償責任
の補償

年間保険料

死亡保険金

プラン

保険金の種類
基本プラン 天災・地震補償プラン

1,040万円

1,040万円（限度額）

6,500円

350円 500円

65,000円

32,500円

4,000円

5億円（限度額）

後遺障害保険金

入院保険金日額

通院保険金日額

地震・噴火・津波による死傷

賠償責任保険金
（対人・対物共通）

入院中の手術

外来の手術
手術保険金

〈SJ24-10057より抜粋〉

はじめに

　少子高齢化の進行をはじめとする社会状況の変化や価値観の多様化によ

り、人と人との「つながり」が希薄化し、家族や地域、職場での支え合い機

能が低下しており、社会的孤独・孤立等を背景に、８０５０問題やひきこも

りといった地域住民を取り巻く課題が複雑化・深刻化しています。そのよう

な中で、住民に最も身近な相談相手・支援者である民生委員・児童委員（以

下「委員」という。）に期待される役割が大きくなっています。

　平成２９年度に全国民生委員児童委員連合会では、民生委員制度創設

１００周年及び児童委員制度創設７０周年を機に、「民生委員制度創設

１００周年活動強化方策」及び「全国児童委員活動強化推進方策２０１７」

を策定しました。

　「民生委員制度創設１００周年活動強化方策」において、全国で共通して

定める今後の活動の重点項目として、①地域のつながりや地域力の強化、②

さまざまな課題を抱えた人びとの支援、③委員制度を守り発展させていくこ

と、の３項目が示されました。さらに、地域の実情を踏まえ各民生児童委員

協議会（以下「民児協」という。）が具体的な取組を進められるよう、単位

民児協、市町村民児協、県民児協のボトムアップ式に「地域版 活動強化方

策（以下「方策」という。）」を策定するよう提唱されました。

　そこで、本会では、令和４年９月に「秋田県民児協活動強化方策

２０２２」を策定し、委員及び民児協が抱える課題や目指す姿を明らかにし

た上で、県内の各市町村民児協の方策に共通する取組推進項目を重点３項目

にまとめ、本会の活動方針を定め、取組を進めてまいりました。

　この度、新たに策定した「秋田県民児協活動強化方策２０２５【第２期】」

は、これまでの委員の取組や想いを引継ぎながら、地域共生社会の実現に向

けて令和１２年度までの６か年で取り組むべき活動計画を示しています。

　各地域におかれましても、本方策を意識しながら、地域に合わせた委員及

び民児協活動に取り組んでいただきますようお願い申し上げます。

　最後に、本方策の策定に当たり御尽力くださった総務企画部会委員の皆様

に心から感謝申し上げるとともに、取組の推進に当たり本会委員及び市町村

民児協事務局、県、関係機関の皆様には引き続き御協力を賜りますようお願

い申し上げます。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　令和７年３月

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　秋田県民生児童委員協議会

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　会　長　　柏　木　清　一
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